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〇
陸
域
を
定
め
る
告
示 

 

（
令
和
五
年
年
十
一
月
二
日
） 

（
国
土
交
通
省
告
示
第
千
八
十
一
号
）

港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
）
別
表
第
二
第
七
号
、
第
八
号
、
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
三

号
の
規
定
に
基
づ
き
、
陸
域
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
四
十
九
年
運
輸
省
告
示
第
二
百
七
十
九
号
）
の
全
部
を
次
の
よ
う

 

に
改
正
し
、
令
和
五
年
十
一
月
二
日
か
ら
適
用
す
る
。

陸
域
を
定
め
る
告
示 

一　

港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
二
第
七
号
の
国
土
交
通
大
臣

が
定
め
る
陸
域
は
、
次
の
図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

（
「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
関
係
地
方
整
備
局
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
も
の
と
す
る
。
） 

二　

令
別
表
第
二
第
八
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
陸
域
は
、
次
の
図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

（
「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
関
係
地
方
整
備
局
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
も
の
と
す
る
。
） 

三　

令
別
表
第
二
第
九
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
陸
域
は
、
次
の
図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

https://www.pa.skr.mlit.go.jp/matsuyama/5works/route/okuna.pdf
https://www.pa.skr.mlit.go.jp/matsuyama/5works/route/funakoshi.pdf
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（
「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
関
係
地
方
整
備
局
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
も
の
と
す
る
。
） 

四　

令
別
表
第
二
第
十
一
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
陸
域
は
、
次
の
図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

（
「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
関
係
地
方
整
備
局
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
も
の
と
す
る
。
） 

五　

令
別
表
第
二
第
十
三
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
陸
域
は
、
次
の
図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

（
「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
関
係
地
方
整
備
局
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
も
の
と
す
る
。
）

https://www.pa.skr.mlit.go.jp/matsuyama/5works/route/hosoki.pdf
https://www.pa.qsr.mlit.go.jp/kumamoto/kowanshokai/hondo/honndoseto.pdf
https://www.pa.qsr.mlit.go.jp/nagasaki/port/route/hirado/hiradosetokourorikuikijogaikuiki.pdf

